
「労働者への賃金の支払い等に関する提案」説明会 

 
日時：平成２４年７月１９日（木） 

                             午前１０時～、午後２時～ 
場所：南庁舎大会議室 

 
次     第 

 
 
 

１ 開    会 
 
 

２ 総務部調整監あいさつ 
 
 

３ 議    題 
（１） 提案書様式の一部見直しについて 

（２） 評価の考え方について 

 
 

４ 質 疑 応 答 
 
 

５ 閉    会 
 



代表者職氏名

担 当 部 署

提出日 担 当 者 氏 名

電 話 番 号

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） （Ｈ） （Ｉ） （Ｊ） （Ｋ） （L）

公共工事 通常 当該工事 賃金水準 上乗せ賃金 配置 従事 延べ人数 従事 支払い総額

設計労務 支払賃金 支払賃金 Ｅ*8／Ｃ Ｅ－Ｄ 予定 予定 H×Ｉ 予定 Ｅ×Ｊ×K

単価 単価 予定単価 （G)≧0 人数 日数 時間

（日） （円/時間） （円/時間） （％） （円/時間） (人) （日） （人） （時間/日） （円）

普通作業員 土木一般 13,600 1,600 1,600 94.1 0 10 100 1,000 8 12,800,000 元請・下請

普通作業員 植栽工 13,600 1,600 1,600 94.1 0 5 20 100 8 1,280,000 元請・下請

特殊作業員 土木一般 16,900 2,000 2,100 99.4 100 2 80 160 8 2,688,000 元請・下請

運転手（特殊） 舗装工 16,800 2,100 2,100 100.0 0 4 120 480 8 8,064,000 元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

元請・下請

□□（有）

自：平成２３年　８月１０日

至：平成２４年　２月２９日

概　要
施工予定事業者

工　　　期

元請・下請
○印で囲む

 市道○○○○道路改良工事 工事場所  豊田市西町　地内

職　種

自社施工

△△（株）

自社施工

様式４（別紙）

商　号
又は
名　称

所在地
平成　　年　　月　　日

（株）豊田建設工業

愛知県豊田市西町3‐60

労働者配置計画書
代表取締役　豊田　太郎

総務部契約課

愛知　次郎

0565－34－6616

工　事　名



労働者配置計画書 （様式４（別紙））の記入における注意事項等 
 
１ 職種（Ａ）、概要（Ｂ）は、当該工事の直接工事費に含まれる職種・概要について記入してください。 
２ 公共工事設計労務単価（Ｃ）は、設計書の「積算情報表」に記載されている設計年度の職種（愛知県）の単価を記入してください。 
３ 通常支払賃金単価（Ｄ）は、当該工事前における支払単価を記入してください。複数人を配置予定の場合は、同じ職種でも経験年数、熟練度

等により賃金に幅がある場合は、その平均額を記入してください。 
４ 当該工事支払賃金予定単価（Ｅ）は、本工事において支払われる予定の単価を記入してください。また、当該工事支払賃金予定単価（Ｅ）に

は、定期昇給及びベースアップの金額は含みません。 
５ 月給制の場合は、通常支払賃金単価（Ｄ）及び当該工事支払賃金予定単価（Ｅ）について、賃金等の内訳の「月額＋基準内手当＋臨時の給与

＋実物給与」の合計額に１２月を乗じ、年間所定労働時間で除し、１時間当たりの賃金を算出し記入してください。 
  その他月給制でない場合は、通常支払賃金単価（Ｄ）及び当該工事支払賃金予定単価（Ｅ）について、賃金等の内訳の「月額＋基準内手当＋

臨時の給与＋実物給与」の合計額を賃金計算期間の労働時間で除し１時間当たりの賃金を算出し記入してください。 
６ 従事予定日数（Ｉ）については、従事予定期間の予定労働日数を記入してください。 
７ 従事予定時間（Ｋ）については、従事予定期間の予定労働時間（１日あたり）を記入してください。 
８ 施工予定事業者について、自社の場合は「自社施工」、下請負者の場合は、当該予定事業者名を記入してください。 
９ 当該工事支払賃金予定単価（Ｅ）については、工事完了後、検証作業において証拠書類の提出（給与明細、給与台帳等）を義務付けるため、

提案時には留意すること。 
 
 

評価の考え方 
 

・ 「当該工事支払賃金予定単価（Ｅ）／公共工事設計労務単価（Ｃ）×100」・・・（Ｆ）の水準が適正な工種の延べ人数（Ｊ）を評価対象とする。 
・ 「当該工事支払賃金予定単価（Ｅ）－通常支払賃金単価（Ｄ）」・・・（Ｇ）はすべての職種において（Ｇ）≧０を基本とします。 
 



評価指標 評価基準 採点 採点結果 配点 満点

内容が特に優れている 3

内容が優れている 2

内容がやや優れている 1

優位性が認められない 0

内容が特に優れている 3

内容が優れている 2

内容がやや優れている 1

優位性が認められない 0

内容が特に優れている 3

内容が優れている 2

内容がやや優れている 1

優位性が認められない 0 （合計×1/３）

検証方法が特に優れている 3

検証方法が優れている 2

検証方法がやや優れている 1

優位性が認められない 0

検証方法が特に優れている 3

検証方法が優れている 2

検証方法がやや優れている 1

優位性が認められない 0

検証方法が特に優れている 3

検証方法が優れている 2

検証方法がやや優れている 1

優位性が認められない 0 （合計×1/3）

　　　工事完成後にあらためて見直し評価を行い、求めた点数が契約時の点数を下回った場合、違約計算の対象とする。

労働条件に対する効果比較
（ただし、ａ-2項目を踏まえ
た上での相対評価。a-2項目
が0点の場合はｂ-2項目も0
点とする。）

雇用創出に対する効果比較
（ただし、ａ-3項目を踏まえ
た上での相対評価。a-3項目
が0点の場合はｂ-3項目も0
点とする。）

１０点

1
効果が最上位の者を１点とし、相対
的に点数を算出する

効果が最上位の者を１点とし、相対
的に点数を算出する

1 点

提案内容とその検証方法の記
載があり、その内容が適切
で、かつ

・実現性
・具体性・論理性
・別表４の具体性・論理性
・賃金上乗せ

a-2 労働者に対する法令を上回る
労働条件に関する提案及びその検
証方法（提案の内容は適切で、か
つ実現性が認められるか）

３点

ｂ-1 労働者への法令を上回る賃
金等の支払いに関する提案及びそ
の検証方法（具体的な効果が認め
られるか）

効果が最上位の者を２点とし、相対
的に点数を算出する

労働者への賃金水準・従事延
べ人数に対する評価
（ただし、a‐1項目が0点の
場合はｂ‐1項目も0点とす
る。）

点

4点

2

点

ｃ-3 雇用の創出に関する提案及
びその検証方法（検証方法は適切
であるか）

点

３点

検証方法が適切で、かつ
・確実性
・容易性
・提出のタイミング
・特段の工夫
（ただし、a-1項目が０点の
場合はc-1項目も０点とす
る）

検証方法が適切で、かつ
・確実性
・容易性
・提出のタイミング
・特段の工夫
（ただし、a-2項目が０点の
場合はc-2項目も０点とす
る）

労
働
者
へ
の
賃
金
の
支
払
い
・
労
働
条
件
の
向
上
・
雇
用
の
創
出
及
び
そ
の
検
証
方
法

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

検証方法が適切で、かつ
・確実性
・容易性
・提出のタイミング
・特段の工夫
（ただし、a-3項目が０点の
場合はc-3項目も０点とす
る）

a-1 労働者への法令を上回る賃金
等の支払いに関する提案及びその
検証方法（提案の内容は適切で、
かつ実現性が認められるか）

下記の３項目に関する
提案及びその検証方法
について評価する

① 労働者への法令を
上回る賃金等の支払い
に関する提案及びその
検証方法

② 労働者に対する法
令を上回る労働条件に
関する提案及びその検
証方法

③ 雇用の創出に関す
る提案及びその検証方
法

提案内容とその検証方法の記
載があり、その内容が適切
で、かつ

・上乗せ雇用
・実現性
・具体性・論理性
・賃金等水準

ｂ
効
果
に
対
す
る
評
価

a
内
容
に
対
す
る
評
価

ｃ-1 労働者への法令を上回る賃
金等の支払いに関する提案及びそ
の検証方法（検証方法は適切であ
るか）

ｂ-2 労働者に対する法令を上回
る労働条件に関する提案及びその
検証方法（具体的な効果が認めら
れるか）

「労働者への賃金の支払い、労働条件の向上及び雇用の創出等に関する提案」に対する評価基準

点

10点

提案内容とその検証方法の記
載があり、その内容が適切
で、かつ

・通常条件を上回る
・実現性
・具体性・論理性
・複数提案

a-3 雇用の創出に関する提案及び
その検証方法（提案の内容は適切
で、かつ実現性が認められるか）

評価項目

ｃ-2 労働者に対する法令を上回
る労働条件に関する提案及びその
検証方法（検証方法は適切である
か）

c
 

検
証
方
法
に
対
す
る
評
価

ｂ-3 雇用の創出に関する提案及
びその検証方法（具体的な効果が
認められるか）

標準型・簡易型総合評価方式


